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                         一級建築士 田丸善三 
 
３月８日より住宅エコポイント制度が始まりました。住宅の新築やリフォーム

をした場合に所定の省エネ工事などによりポイントが付与され即時に利用でき

ます。持ち家、借家の区別なく住宅が対象です。エコポイントは商品と交換す

るだけでなく「即時交換」も出来、ポイント対象の工事の追加工事などに即時

に利用できるのです。では、いつからの工事に、どのような基準を満たせば対

応できるのでしょうか。新築では 2009 年 12 月 8 日から 2010 年 12 月 31 日の

間に着工した住宅が対象になります。又リフォームでは、2010 年 1 月 1 日から

2010 年 12 月 31 日までに着工した住宅です。又、求められる基準は、新築の場

合、非木造では省エネ法に基づく「トップランナー基準」相当の住宅性能が求

められ、木造では木材がＣＯ2 排出が少ないため省エネ判断基準を満たす木造住

宅と少し甘めの基準となっています。どちらにしてもエコポイントではまかな

いきれないのですが、興味をお持ちの方は設計者にご相談されたら良いと思い

ます。どちらにしても新築では 30 万ポイントが上限で、基準をクリアする事が

求められますので、上も下もなくゼロか 30 万ポイントになります。 
 さて、リフォームの場合はガラスを二重ガラスにするとか、外壁、床、天井

の断熱をする等でポイントが変わります。  以下の表をご覧下さい。 
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